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県の動き

県の動き

問い合わせ   　沖縄県税コールセンター　電話：098-943-5021

問い合わせ   　国民健康保険課　電話：098-866-2304　FAX：098-866-2326

５月は自動車税の納付月!!

スマホアプリで
ちょっとした健康づくり

５月31日は自動車税の納付期限です！
毎年５月は自動車税の納付月！令和６年の自動車税
の納付期限は５月31日（金）です!!

簡単で便利なキャッシュレス納付がオススメ！
お手元にある納付書のバーコードを読み取り、ご自
宅で簡単にお支払いできるスマートフォンアプリ「モ
バイルレジ（クレジットカード・ネットバンキング）」
や６種類の電子マネーでの納付、また、QRコードを利
用したりゅうぎんアプリでのキャッシュレス納付が便
利です。
県内金融機関、県内郵便局・ゆ
うちょ銀行、コンビニエンススト
アでも納付できますので、お早め
の納付を忘れずに！
※ 詳しくは、県ホームページ
「沖縄県自動車税の納税通
知書」をご確認ください。

納税の猶予に関するご相談は
お住まいの市町村を担当する県税事務所へ
名護県税事務所 ☎0980-52-5138
名護市大南1-13-11　北部合同庁舎1階
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜
野座村、金武町、伊江村、伊是名村、伊平屋村
コザ県税事務所 ☎098-894-6502
沖縄市美原1-6-34　中部合同庁舎1階
沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、中城村、北中城村

自動車税事務所 ☎098-879-1621
浦添市港川500-10
浦添市、宜野湾市、北谷町
那覇県税事務所  　　　　☎098-867-1066（代表）
那覇市旭町116-37　南部合同庁舎3階 ☎098-867-1377（自動車税班）
那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、
八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南
大東村、北大東村
宮古事務所県税課 ☎0980-72-2553
宮古島市平良字西里1125　宮古合同庁舎1階
宮古島市、多良間村
八重山事務所県税課 ☎0980-82-3045
石垣市字真栄里438-1　八重山合同庁舎1階
石垣市、竹富町、与那国町

県では、“ちょっとした健康づくり”をコンセプトに、無料スマートフォンアプ
リ「オーロラ」（以下「オーロラ」という。）を提供しています（※）。
「オーロラ」の特徴は、なんといっても簡単に続けられることです。
食事、飲酒、睡眠などの生活習慣を、自分の感覚で選択肢から選ぶだけ。記録
した生活習慣は、グラフなどで表示され、簡単に振り返りができます。
新しい年度が始まり、忙しい日が続いている方も多いと思います。そんな時こ
そ健康管理が必要です。
「オーロラ」でちょっとした健康づくりを始めてみませんか？
※ 「オーロラ」の一部機能は、市町村国民健康保険加入者限定となっています。

自身の生活習慣を知り、改善したくなった方におすすめです。
全体のランキングをはじめ、同性や同世代でのランキング、
仲間内でのランキングなどのさまざまなランキングが確認で
きるため、ゲーム感覚で競い合ってウォーキングを楽しむこ
とができます。

おすすめ機能を紹介

歩数の
ランキング機能

予防・健康づくりアプリ「オーロラ」ホームページ
https://aurora-okinawa.jp/

アプリのダウンロードは
こちらから

自動車税くん
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問い合わせ   　健康長寿課　電話：098-866-2209　FAX：098-866-2289

取り戻そう！
今こそ

!!

健康長寿おきなわ

問い合わせ   　健康長寿課　電話：098-866-2209　FAX：098-866-2289

「タバコの危険性について考えよう！」

みんなで止めよう！最初の一本！
発育期の細胞は感受性が高いため、喫煙開始年齢

が早いほど、健康被害が大きく、ニコチン依存も強く
なると言われています。ニコチン依存が強くなると、
よりタバコをやめにくいと考えられています。また、
妊婦本人の喫煙が早産や子どもの低出生体重、発育の
遅延につながることも明らかになっています。
家族、特に親が喫煙する姿を子どもに見せることは、

子どもの喫煙に対する抵抗感を弱め、将来の喫煙行動
に向かわせると考えられています。まず、親が喫煙を
やめることで、次世代の子どもたちへの健康影響への
悪い連鎖を断ち切りましょう。

なくそう！望まない受動喫煙！
本人は喫煙しなくても、身の回りのタバコの煙を吸

わされてしまうことを受動喫煙といいます。副流煙*
には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害

物質が主流煙*の数倍含まれていると言われています。
妊婦や子どもへの影響はさらに大きく、特に、子

どもがいる場所ではタバコを吸わないことが大切です。
主流煙*…  喫煙者が吸うタバコの煙
副流煙*… タバコが燃えている部分から出る煙

屋外や住宅部分での喫煙でも
配慮義務があります！
健康増進法では、「喫煙者の配慮義務」が、明記さ

れています。屋外での喫煙はもちろんのこと、庭やベ
ランダなどでの喫煙も近隣の迷惑になっている可能性
がありますので、風向きなど考慮し、周囲へ煙が流れ
ないよう配慮する必要があります。

加熱式タバコにも要注意！
最近は紙巻きタバコに代わり、加熱式タバコ・電子

タバコといった、いわゆる「次世代タバコ」が普及し
ており、既に市場の３割は次世代タバコに移行してい
ると言われています。
ニオイが少なく手軽に喫煙できるイメージが先行

していますが、ニコチンや多くの化学物質が含まれて
いるため、健康への悪影響が否定できません。
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沖縄県
ホームページ

厚生労働省
ホームページ

喫煙・受動喫煙対策をもっと知りたい方は、
こちらをご覧ください。

9 美 ら 島 沖 縄 2024.5

さまざまなイベント情報はこちら
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5月12日は
看護の日

 

５月12日～18日は「看護週間」です
看護の心をみんなの心に



問い合わせ   　福祉政策課　電話：098-866-2177　FAX：098-866-2569

3県の動き ５月12日は「民生委員・児童委員の日」

民生委員・児童委員とは？
民生委員法と児童福祉法に基づき、厚生労働大臣か
ら委嘱を受け、社会福祉を推進するためさまざまな活
動を行うボランティアの方です。任期は３
年で、幅広い年代の方が活動しています。

・主な条件
・原則75歳未満の方
・ 社会福祉活動に理解と熱意があり、 実際に活動できる方
・地域の実情を知っている方　など

どんな活動をしているの？

・南風原町民生委員児童委員連合会の活動を紹介
南風原町では令和６年５月現在で48名の民生委員・
児童委員が活動しています。
小学校への訪問、地域の見守りや福祉マップづく
り、また、一人暮らしの高齢世帯などへ弁当を配布し
たり、高齢者サロンに参加して悩み事の相談にのった
りしています。

民生委員・児童委員の声
活動を行っている民生委員・児童委員の方からは「活
動を通して自分も学ぶ機会が多い」、「地域のみんなと
関わることで元気をもらえる」、「ありがとうの言葉で
自分自身も救われる」といった声をいただいています。

民生委員・児童委員に相談したい場合は？
お住まいの市町村の担当課や市町村社会福祉協議
会にお問い合わせください。
民生委員・児童委員には守秘義務が
課されており、相談内容や秘密が第三者
に知られることはありません。

 あなたも民生委員・児童委員として 
活動してみませんか！
現在、一部の市町村を除き、民生委員・児童委員に
なってくれる方を募集しています。地域の仲間と住み
よい地域づくりを目指し、地域の最も身近な相談相手
として活動していただける方は、ぜひお住まいの市町
村の担当課にお問い合わせください。

民生委員・児童委員は、各市町村の担当地域ごとにいる地域の身近な相談相手
です。さまざまな活動を通して地域の状況を把握し、生活上の困りごとなどの相
談を受けて、サービスの情報提供を行うなど、行政や専門機関へつなぐ「橋渡し」
の役割を担っており、誰もが安心して暮らせる地域づくりのために活動しています。
大正６年５月12日に民生委員の前身である「済

さい

世
せい

顧
こ

問
もん

制度」が制定されたことか
ら、５月12日は「民生委員・児童委員の日」となっています。

福祉マップづくり（南風原町）

民生委員の日PR出発式（南風原町）

民生委員・児童委員に関するお問い合わせは
・お住まいの市町村の民生委員担当課
・お住まいの市町村社会福祉協議会

・ 沖縄県民生委員児童委員協議会　
TEL：098-882-5813

民生委員・児童委員の活動　７つのはたらき
①社会調査： 地域住民の生活の実態や福祉ニーズの把握に努め

ます。そのために、担当区域内の家庭を訪問する
ことがあります。

②相　　談： 地域住民が抱える生活上の不安や問題を、親身に
なって相談にのります。

③情報提供： 福祉の制度やサービスの情報を提供します。
④連絡通報： 適切な福祉サービスを受けられるよう関係機関と

の間に立つ、連絡役となります。

⑤調　　整： 必要なサービスが受けられるよう調整・支援します。
⑥生活支援： その人らしい自立した生活が送れるよう支援します。
⑦意見具申： 活動を通じて得た地域の問題点や改善策を、必要

に応じて関係機関に意見を提起します。

各市町村の催しは
県ホームページを
ご覧ください。

民生委員・児童委員
キャラクター
「ミンジー」

秘密は
守られます
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海人文化を知るコース 約3.6km

歩行
距離

消費カロリー

グルクン（刺身）  1 1/7匹分

約3.6km 歩行
時間 約40分

約160kcal
※個人差があります

今月の運動量
コースMAPは
こちら

Check

糸満ロータリー近くの高台に
ある山巓毛（さんてぃんもー）。
宇宙船のような展望台から町
並みを一望できる。

5

糸満漁港から出発。旧暦の５
月４日には「糸満ハーレー」が
行われ、多くのいとまんちゅが
観戦に訪れる。

1

愛らしい表情が魅力の照屋の
石獅子。火の山として恐れら
れた八重瀬岳を向き、守り神
として設置されたようだ。

6

てくてく歩いていると住宅地に
公園を発見！緑色のぞうさんの
滑り台は、子どもたちの人気
の遊具。

4

糸満市場いとま～るで工房兼
店舗を構えるニャン山に立ち
寄ると、ユーモラスな表情の
石獅子たちがお出迎え。

2

糸満市
Vol.1

うみんちゅ

現在は旧暦行事の祭祀が執り
行われる拝所・白銀堂。お堂の
中には自然の石筍（せきじゅん）
が氏神様として祀られている。
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①社会調査： 地域住民の生活の実態や福祉ニーズの把握に努め

ます。そのために、担当区域内の家庭を訪問する
ことがあります。

②相　　談： 地域住民が抱える生活上の不安や問題を、親身に
なって相談にのります。

③情報提供： 福祉の制度やサービスの情報を提供します。
④連絡通報： 適切な福祉サービスを受けられるよう関係機関と

の間に立つ、連絡役となります。

⑤調　　整： 必要なサービスが受けられるよう調整・支援します。
⑥生活支援： その人らしい自立した生活が送れるよう支援します。
⑦意見具申： 活動を通じて得た地域の問題点や改善策を、必要
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離職や収入の減少、就職、住まいや家
族関係などで生活・暮らしにお困りの方
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、
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る
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２
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台
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介
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な
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縄
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を
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縄
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警
察
署
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問問  

薬
務
生
活
衛
生
課 

☎
０
９
８
─８
６
６
─２
０
５
５

注
視
区
域
等
の
指
定
に
つ
い
て

「
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け

る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規

制
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
４
月
12
日

に
県
内
の
一
部
の
区
域
が
注
視
区
域
・
特
別
注

視
区
域
に
指
定
さ
れ
、
５
月
15
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

内
閣
府
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問問  

内
閣
府
重
要
土
地
調
査
法
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
７
０
─０
０
１
─１
２
５

（
平
日
９
時
30
分
〜
17
時
30
分
）

「
洪
水
か
ら
守
ろ
う
み
ん
な
の
地
域
」

５
月
は「
水
防
月
間
」で
す
。

出
水
期
（
梅
雨
）
や
台
風
が
多
く
来
襲
す
る

前
に
、
全
国
一
斉（
北
海
道
を
除
く
。）に
水
防

月
間
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

水
害
の
未
然
防
止
ま
た
は
軽
減
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
水
防
の
重
要
性
と
水
防
に
関
す

る
普
及
、
周
知
を
図
り
ま
す
。

問問  

海
岸
防
災
課　
☎
０
９
８
─８
６
６
─２
４
１
０

歯
っ
ぴ
〜
セ
ン
タ
ー
出
前
講
座 

申
し
込
み
受
付
中

歯
っ
ぴ
〜
セ
ン
タ
ー
（
沖
縄
県
口
腔
保
健
支

援
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
歯
と
口
の
健
康
づ
く
り

に
関
す
る
出
前
講
座
を
事
業
所
や
施
設
、
集
い

な
ど
を
対
象
に
、
無
料
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

電
話
相
談
も
随
時
受
付
中
で
す
。

問問  

歯
っ
ぴ
〜
セ
ン
タ
ー（
健
康
長
寿
課
内
） 

☎
０
９
８
─８
９
４
─５
７
８
９

就
学
援
助
制
度
に
つ
い
て

経
済
的
に
厳
し
い
家
庭
の
保
護
者
に
対
し
て
、

新
入
学
用
品
費
・
給
食
費
な
ど
を
援
助
す
る
就

学
援
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者
、
内
容
は
市
町
村
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
学
校
ま
た
は
お
住
ま

い
の
市
町
村
教
育
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

ハ
ブ
咬
症
注
意
報
発
令

例
年
５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
ハ
ブ
咬
症
被

害
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
県
で
は
こ

の
２
か
月
間
に
「
ハ
ブ
咬
症
注
意
報
」
を
発
令

し
て
、
注
意
喚
起
を
行
い
、
ハ
ブ
に
よ
る
被
害

を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

問問  

薬
務
生
活
衛
生
課

☎
０
９
８
─８
６
６
─２
０
５
５

衛
生
環
境
研
究
所

☎
０
９
８
─９
８
７
─８
２
１
１

県
各
保
健
所

お
知
ら
せ

内閣府
ホームページ

ホームページホームページホームページ

日 月 火 水 木 金 土

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

情報情報ひひろろばば
対対対象費費費用、料金場場場所、会場

期期期間、期限

問問問い合わせ先申申申し込み先他他その他

日日実施日、開催日、試験日

2024年 5月

５
月

６
月

13 美 ら 島 沖 縄 2024.5

さまざまなイベント情報はこちら

かんごちゃん

5月12日は
看護の日

 

５月12日～18日は「看護週間」です
看護の心をみんなの心に



ラジオ
県民室

県政広報ラジオ番組
毎週月曜日～金曜日

自治体広報紙配信

マチイロ

2024年5月31日（金）

Q1.  今号をどこで手に入れましたか。または何でご覧になりましたか？
Q2.  今号の「美ら島沖縄」で面白かったページは何ですか？またその理由は？
Q3.  今号の「美ら島沖縄」で役立ったページは？
Q4.  「美ら島沖縄」で取り上げてほしい内容は何ですか？
Q5.  「美ら島沖縄」に関する率直なご意見、ご感想があればお聞かせください。

 ・ラジオ沖縄 （864KHz） 11：50～11：55
 ・RBCiラジオ （738KHz） 11：55～12：00
 ・FM沖縄 （87.3MHz） 12：55～13：00

うちなー調査隊（地域の伝統や文化を残す
ため、私たちにできることってなんだろう？）
・名護博物館が移転していたことを知りま
せんでした。開館40周年とのことなので、ぜ
ひ行ってみたいです。（那覇市）
連載： ともに考える、沖縄の米軍基地の話③  
・連載①から拝読しており、現在の沖縄が置かれた

状況を分かりやすく学ぶことができました。（浦添市）
県の動き3： みんなの学校！みんなで進める！ 

「学校における働き方改革」
・子どもたちがお世話になっている先生方
が休まず苦労しているのを常々心配してい
ました。県をあげて改革に取り組んでいると
知り、素晴らしいと感じました。（浦添市）

・教職員の長時間労働、メンタル面など課
題が多く、現場と学校のイメージのギャップ
がまだまだあるなぁと感じた。（名護市）
県の動き4： 森林をいかす仕組み
・環境譲与税って始まっているんですね。木
材を活用した製品が多くなることは嬉しい
ことです。（那覇市）

自治体広報紙配信スマートフォン用アプリ『マ
チイロ』に「美ら島沖縄」を掲載しています。
「マチイロ」サイト（外部サイトリンク）から専
用アプリをダウンロードしてご覧ください。

※ ｢5月号プレゼント係」と明記してください。
抽選の上、プレゼントを差し上げます。
プレゼントの発送をもって発表と代えさせていただきます。

①上記アンケートへの回答 ②郵便番号 ③住所 ④氏名 ⑤年齢
⑥電話番号を必ずお書きのうえ、下記の宛先までご応募ください。

ハガキ：〒900ｰ8570 沖縄県那覇市泉崎1ｰ2ｰ2 広報課
FAX：098ｰ866ｰ2467 電子メール：kouhou@pref.okinawa.lg.jp

応募方法

アンケート

商品に関する
問い合わせ

宛先

読者の声

現在、108テーマの講座を提
供中！県の職員が講師として
出向きます。詳しくは県ホー
ムページをご覧ください。

実施中！
県政出前講座

広報課から5月のお知らせ

アンケートに答えて
県産品を当てよう!

「美ら島沖縄」「うまんちゅひろば」のアンケートにお答えいただいた方から
抽選で、毎月10名様に県産品をプレゼント！

10
名様

※ハガキの場合は、当日消印有効

応募
締切

読読者者ププレレゼゼンントト

熱帯果樹園小池さん家
パッションフルーツバター
「海とパッション」 30g×3瓶

糸満市産のパッションフルーツをふんだんに使用。爽やかな酸味と
甘みはパンだけでなくヨーグルトにまぜてもおいしいと好評です。

熱帯果樹園小池さん家
https://www.umi-to-passion.com/

5月25日・26日  
自動車税納期内納付のお知らせ

県政広報テレビ番組
毎週土曜日・日曜日

 ・琉球放送 (RBC） 土 13:10～13:15
 ・沖縄テレビ (OTV） 日  8:25～ 8:30

「うまんちゅひろば」は
YouTubeでも
ご覧いただけます。

4県の動き ご存じですか？「労働委員会」

問い合わせ   　県労働委員会事務局　電話：098-866-2551　FAX：098-866-2554

労働委員会の役割  
労働者と会社との間で労働トラブルが発生し、自主的な解決が困難となった場合に、
労働委員会では双方の話を丁寧に聴き、中立・公平な第三者の立場で解決のお手伝いをします。

・不当労働行為の救済
会社が不当労働行為（組合員への不利益取扱い、正当な理由のな

い団体交渉拒否、労働組合への支配介入など）を行ったかどうかを審
査し、その事実があった場合には、是正命令を出して、労働組合や
組合員を救済します。

・労働争議の調整（あっせん・調停・仲裁）
労働争議（労働組合と会社との間で、ストライキなどの争いにな

るおそれがある状態のこと）が発生した場合に、労使双方から事情を
聴き、合意が得られるよう調整します。

・個別労働紛争のあっせん
労働者個人と会社との間に、労働条件などに関する紛争が生じた

場合、双方の間を取り持ち、歩み寄りによる解決を援助します。

困ったときは  
制度の利用は無料で、秘密は守られます。
労働トラブルでお困りの際は、お気軽にご利用ください。

労働委員会の委員について  
労働委員会は、法的視点や第三者的立場から判断を行う公益委
員（大学教授や弁護士など）、労使各側の事情に詳しい労働者委員
（労働組合の役員など）・使用者委員（会社役員など）で構成されて
おり、それぞれの観点から労使トラブルの解決をお手伝いします。

電子メール：aa160008＠pref.okinawa.lg.jp

詳しくは、県労働委員会ホームページを
ご覧ください。

労働環境の改善
パワハラやセクハラ、
いじめなど

突然の解雇
雇止め、人員整理など

労使交渉の決裂
賃金、一時金、
就業規則など

公益委員（5名）
公平な第三者的立場
（大学教授、弁護士など）

労働者委員（5名）
労働者側の事情を的確に把握
（労働組合の役員など）

使用者委員（5名）
使用者側の事情を
的確に把握
（会社の役員など）

委員の構成委員の構成

～労働トラブルの
 解決をお手伝いします～

トラブルの事例

14美 ら 島 沖 縄 2024.5

さまざまなイベント情報はこちら
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看護の日

 

５月12日～18日は「看護週間」です
看護の心をみんなの心に
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ラジオ
県民室

県政広報ラジオ番組
毎週月曜日～金曜日

自治体広報紙配信

マチイロ

2024年5月31日（金）

Q1.  今号をどこで手に入れましたか。または何でご覧になりましたか？
Q2.  今号の「美ら島沖縄」で面白かったページは何ですか？またその理由は？
Q3.  今号の「美ら島沖縄」で役立ったページは？
Q4.  「美ら島沖縄」で取り上げてほしい内容は何ですか？
Q5.  「美ら島沖縄」に関する率直なご意見、ご感想があればお聞かせください。

 ・ラジオ沖縄 （864KHz） 11：50～11：55
 ・RBCiラジオ （738KHz） 11：55～12：00
 ・FM沖縄 （87.3MHz） 12：55～13：00

うちなー調査隊（地域の伝統や文化を残す
ため、私たちにできることってなんだろう？）
・名護博物館が移転していたことを知りま
せんでした。開館40周年とのことなので、ぜ
ひ行ってみたいです。（那覇市）
連載： ともに考える、沖縄の米軍基地の話③  
・連載①から拝読しており、現在の沖縄が置かれた

状況を分かりやすく学ぶことができました。（浦添市）
県の動き3： みんなの学校！みんなで進める！ 

「学校における働き方改革」
・子どもたちがお世話になっている先生方
が休まず苦労しているのを常々心配してい
ました。県をあげて改革に取り組んでいると
知り、素晴らしいと感じました。（浦添市）

・教職員の長時間労働、メンタル面など課
題が多く、現場と学校のイメージのギャップ
がまだまだあるなぁと感じた。（名護市）
県の動き4： 森林をいかす仕組み
・環境譲与税って始まっているんですね。木
材を活用した製品が多くなることは嬉しい
ことです。（那覇市）

自治体広報紙配信スマートフォン用アプリ『マ
チイロ』に「美ら島沖縄」を掲載しています。
「マチイロ」サイト（外部サイトリンク）から専
用アプリをダウンロードしてご覧ください。

※ ｢5月号プレゼント係」と明記してください。
抽選の上、プレゼントを差し上げます。
プレゼントの発送をもって発表と代えさせていただきます。

①上記アンケートへの回答 ②郵便番号 ③住所 ④氏名 ⑤年齢
⑥電話番号を必ずお書きのうえ、下記の宛先までご応募ください。

ハガキ：〒900ｰ8570 沖縄県那覇市泉崎1ｰ2ｰ2 広報課
FAX：098ｰ866ｰ2467 電子メール：kouhou@pref.okinawa.lg.jp

応募方法

アンケート

商品に関する
問い合わせ

宛先

読者の声

現在、108テーマの講座を提
供中！県の職員が講師として
出向きます。詳しくは県ホー
ムページをご覧ください。

実施中！
県政出前講座

広報課から5月のお知らせ

アンケートに答えて
県産品を当てよう!

「美ら島沖縄」「うまんちゅひろば」のアンケートにお答えいただいた方から
抽選で、毎月10名様に県産品をプレゼント！

10
名様

※ハガキの場合は、当日消印有効

応募
締切

読読者者ププレレゼゼンントト

熱帯果樹園小池さん家
パッションフルーツバター
「海とパッション」 30g×3瓶

糸満市産のパッションフルーツをふんだんに使用。爽やかな酸味と
甘みはパンだけでなくヨーグルトにまぜてもおいしいと好評です。

熱帯果樹園小池さん家
https://www.umi-to-passion.com/

5月25日・26日  
自動車税納期内納付のお知らせ

県政広報テレビ番組
毎週土曜日・日曜日

 ・琉球放送 (RBC） 土 13:10～13:15
 ・沖縄テレビ (OTV） 日  8:25～ 8:30

「うまんちゅひろば」は
YouTubeでも
ご覧いただけます。

4県の動き ご存じですか？「労働委員会」

問い合わせ   　県労働委員会事務局　電話：098-866-2551　FAX：098-866-2554

労働委員会の役割  
労働者と会社との間で労働トラブルが発生し、自主的な解決が困難となった場合に、
労働委員会では双方の話を丁寧に聴き、中立・公平な第三者の立場で解決のお手伝いをします。

・不当労働行為の救済
会社が不当労働行為（組合員への不利益取扱い、正当な理由のな

い団体交渉拒否、労働組合への支配介入など）を行ったかどうかを審
査し、その事実があった場合には、是正命令を出して、労働組合や
組合員を救済します。

・労働争議の調整（あっせん・調停・仲裁）
労働争議（労働組合と会社との間で、ストライキなどの争いにな

るおそれがある状態のこと）が発生した場合に、労使双方から事情を
聴き、合意が得られるよう調整します。

・個別労働紛争のあっせん
労働者個人と会社との間に、労働条件などに関する紛争が生じた

場合、双方の間を取り持ち、歩み寄りによる解決を援助します。

困ったときは  
制度の利用は無料で、秘密は守られます。
労働トラブルでお困りの際は、お気軽にご利用ください。

労働委員会の委員について  
労働委員会は、法的視点や第三者的立場から判断を行う公益委
員（大学教授や弁護士など）、労使各側の事情に詳しい労働者委員
（労働組合の役員など）・使用者委員（会社役員など）で構成されて
おり、それぞれの観点から労使トラブルの解決をお手伝いします。

電子メール：aa160008＠pref.okinawa.lg.jp

詳しくは、県労働委員会ホームページを
ご覧ください。

労働環境の改善
パワハラやセクハラ、
いじめなど

突然の解雇
雇止め、人員整理など

労使交渉の決裂
賃金、一時金、
就業規則など

公益委員（5名）
公平な第三者的立場
（大学教授、弁護士など）

労働者委員（5名）
労働者側の事情を的確に把握
（労働組合の役員など）

使用者委員（5名）
使用者側の事情を
的確に把握
（会社の役員など）

委員の構成委員の構成

～労働トラブルの
 解決をお手伝いします～

トラブルの事例
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さまざまなイベント情報はこちら
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５月12日～18日は「看護週間」です
看護の心をみんなの心に

広 告

広 告



ち
ゅ
ら
し
ま
お
き
な
わ

企
画
・
編
集
・
発
行
 沖
縄
県
知
事
公
室
広
報
課

〒
900-8570 沖

縄
県
那
覇
市
泉
崎
1-2-2

TEL
:098-866-2020

制
作
・
印
刷
 光
文
堂
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
　

〒
901-1111 沖

縄
県
島
尻
郡
南
風
原
町
字
兼
城
577

TEL
:098-889-1121

環
境
に
優
し
い
植
物
油
イ
ン
ク

を
使
用
し
て
い
ま
す

古
紙
パ
ル
プ
配
合
率
60％

の
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

Vol.584 5
月
号

MAY 2024 

令
和
６
年
５
月
１
日
発
行
　
第
48巻

５
号
 通
巻
584号

こ
の
冊
子
は
16,200部

印
刷
し
、
1部
当
た
り
の
経
費
は
約
77.7円

で
す
。

（
当
経
費
は
制
作
費
か
ら
広
告
収
入
を
差
し
引
い
た
金
額
で
す
。）

広 告

広 告




